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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会
は
、
環
境
省
が
希
少
野
生
動
植
物
種
専
門
家
科
学
委
員
会

に
お
い
て
提
示
す
る
指
定
候
補
種
を
選
定
す
る
に
当
た
り
、
同
委
員
会
の
委
員
数
名
と
指
定
候
補
と
な
る
分
類
群
の
専
門
家

と
の
議
論
を
通
じ
て
科
学
的
知
見
を
得
る
た
め
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
た
め

に
設
置
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
検
討
会
に
つ
い
て
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
に
関
す
る
情
報

が
漏
出
し
、
捕
獲
・
採
取
圧
が
高
ま
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
非
公
開
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
指
定
に
関
す
る
検
討
会
及
び
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会

は
、
い
ず
れ
も
科
学
的
知
見
を
尊
重
し
た
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
指
定
の
推
進
の
た
め
、
指
定
候
補
と
な
る
分
類
群
の

専
門
家
の
参
画
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
央
環
境
審
議
会
自
然
環
境
部
会
野
生
生
物
小
委
員
会
又
は
希
少
野
生
動
植
物
種
専
門

一



家
科
学
委
員
会
に
お
い
て
提
示
す
る
指
定
候
補
種
を
選
定
す
る
た
め
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
整
合
性
が
と
れ
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
特
定
外
来
生
物

等
専
門
家
会
合
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
及
び
「
特
定
外
来
生
物
被
害
防
止
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
六
年
三
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に

よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
御
指
摘
の
特
定
外
来
生
物
等
分
類

群
専
門
家
グ
ル
ー
プ
会
合
は
、
環
境
省
及
び
農
林
水
産
省
が
特
定
外
来
生
物
等
専
門
家
会
合
に
お
い
て
提
示
す
る
特
定
外
来

生
物
等
の
指
定
候
補
種
を
選
定
す
る
に
当
た
り
、
同
会
合
の
委
員
と
指
定
候
補
と
な
る
分
類
群
の
専
門
家
と
の
議
論
を
通
じ

て
科
学
的
知
見
を
得
る
た
め
に
分
類
群
ご
と
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
下
部
組
織
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
、
法
定
化
さ
れ
た
会
議
体
に
す
る
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
選
定
に
関
す
る
検
討
会
と
希
少
野
生
動
植
物
種
専
門
家
科
学
委
員

会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
同
検
討
会
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
平
成
三
十

二



年
十
二
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
三
十
年
度
希
少
野
生
動
植
物
種
専
門
家
科
学
委
員
会
に
環
境
省
が
提
出
し
た
「
国

内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
新
規
指
定
等
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
明
確
に
示
し
て
お
り
、
同
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


